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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　台船本体と、
　前記台船本体の上に設置された架台と、
　前記架台の上に配置された受け梁と、
　前記受け梁の上に配置された吊り下げビームと、
　前記吊り下げビームに配置された吊り下げ装置と、
　を具備し、
　前記架台は、前記台船本体上を移動可能であり、
　前記台船本体に対する前記架台の移動方向とは略垂直な方向に、前記吊り下げビームが
前記受け梁上を移動可能であり、
　前記架台と、前記吊り下げビームは、それぞれ一対配置され、
　それぞれの前記架台および前記吊り下げビームが、互いに独立して移動可能であること
を特徴とする水中構造物組立用台船。
【請求項２】
　台船本体と、
　前記台船本体の上に設置された架台と、
　前記架台の上に配置された受け梁と、
　前記受け梁の上に配置された吊り下げビームと、
　前記吊り下げビームに配置された吊り下げ装置と、
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　を具備し、
　前記架台は、前記台船本体上を移動可能であり、
　前記台船本体に対する前記架台の移動方向とは略垂直な方向に、前記吊り下げビームが
前記受け梁上を移動可能であり、
　前記台船本体には、前記台船本体から突出させることが可能な仮受け部が設けられるこ
とを特徴とする水中構造物組立用台船。
【請求項３】
　台船本体と、
　前記台船本体の上に設置された架台と、
　前記架台の上に配置された受け梁と、
　前記受け梁の上に配置された吊り下げビームと、
　前記吊り下げビームに配置された吊り下げ装置と、
　を具備し、
　前記架台は、前記台船本体上を移動可能であり、
　前記台船本体に対する前記架台の移動方向とは略垂直な方向に、前記吊り下げビームが
前記受け梁上を移動可能であり、
　前記吊り下げ装置は、吊り下げ高さを微調整可能なチェーンブロックと、水底まで水中
構造物を荷降ろし可能なウィンチとで構成されることを特徴とする水中構造物組立用台船
。
【請求項４】
　前記台船本体には、前記台船本体を水平に保つためのバラスト空間が設けられることを
特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の水中構造物組立用台船。
【請求項５】
　水中構造物組立用台船を用いた水中構造物の施工方法であって、
　前記水中構造物組立用台船は、
　台船本体と、
　前記台船本体の上に設置された架台と、
　前記架台の上に配置された受け梁と、
　前記受け梁の上に配置された吊り下げビームと、
　前記吊り下げビームに配置された吊り下げ装置と、
　を具備し、
　前記架台は、前記台船本体上を移動可能であり、
　前記台船本体に対する前記架台の移動方向とは略垂直な方向に、前記吊り下げビームが
前記受け梁上を移動可能であり、
　相番クレーンにより、水上に第１の分割構造体を吊り下ろし、前記水中構造物組立用台
船の前記吊り下げ装置に受け渡す工程ａと、
　前記吊り下げ装置で吊り下げられた前記第１の分割構造体の上方に、さらに前記相番ク
レーンによって第２の分割構造体を吊り下ろし、前記第１の分割構造体と前記第２の分割
構造体とを連結する工程ｂと、
　前記吊り下げ装置による吊り位置を、前記第１の分割構造体から前記第２の分割構造体
に吊り代える工程ｃと、
　前記工程ｂおよび前記工程ｃを繰り返して複数の分割構造体を連結し、構築された水中
構造物を前記吊り下げ装置によって、水中に吊り下ろす工程ｄと、
　を具備し、前記架台および前記吊り下げビームの位置を移動させることで、前記水中構
造物の姿勢を安定させることを特徴とする水中構造物の施工方法。
【請求項６】
　前記台船本体には、前記台船本体から突出させることが可能な仮受け部が設けられ、前
記工程ｃにおいて、前記仮受け部を突出させて前記仮受け部によって前記第１の分割構造
体を支持した状態で、前記吊り下げ装置を前記第１の分割構造体から前記第２の分割構造
体に吊り代えることを特徴とする請求項５記載の水中構造物の施工方法。
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【請求項７】
　前記工程ａから前記工程ｃにおいて、吊り下げ高さを微調整可能なチェーンブロックに
よって、吊り下げ対象物の両側方から吊り下げ対象物を斜めに吊り下げ、
　前記工程ｄにおいて、前記架台を移動させて、ウィンチによって、水中構造物を真上か
ら水中に吊り下ろすことを特徴とする請求項５または請求項６に記載の水中構造物の施工
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水上において水中構造物を組立可能な水中構造物組立用台船、およびこれを
用いた水中構造物の施工方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ダム等の水中の対象物において、水中側からの工事を行う場合、対象物に仮締切
り構造体を設置し、対象物と仮締切り構造体とに囲まれた部分を排水して作業空間を形成
することがある。台座コンクリート式工法では、仮締切り据付位置において、仮締切り構
造体の扉体を一段ずつ吊り込んで連結することにより、所定の位置に仮締切り構造体を設
置する。
【０００３】
　このような台座コンクリートは、水中へ台座コンクリート型枠を設置して施工される。
台座コンクリート型枠は、予め地上で組み立てられて水上に運搬することもできるが、組
立場所を確保できない場合や、地上での運搬が困難な場合がある。このような場合には、
水上で台座コンクリート型枠を組み立てる必要がある。
【０００４】
　このように、水上において、台座コンクリート型枠などの水中に設置される水中構造物
を組立てて、水中構造物を水中に設置する方法としては、組立台船が用いられる（例えば
特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－２５６７０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、従来の組立台船では、クレーンが用いられる。このようなクレーンによって水
中構造物を吊り下げて水中に設置すると、水中構造物の姿勢精度や位置精度を出すことが
困難である。また、特に大型の水中構造物を組み立てるには、複数の分割された部材を連
結する必要があり、従来の組立台船ではこのような組立作業について、必ずしも十分な作
業性を確保することができなかった。
【０００７】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、水上で水中構造物を容易に組み立
てることができるとともに、水中構造物の沈設時における水中での位置精度や姿勢精度に
優れた水中構造物組立用台船等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前述した目的を達成するため、第１の発明は、台船本体と、前記台船本体の上に設置さ
れた架台と、前記架台の上に配置された受け梁と、前記受け梁の上に配置された吊り下げ
ビームと、前記吊り下げビームに配置された吊り下げ装置と、を具備し、前記架台は、前
記台船本体上を移動可能であり、前記台船本体に対する前記架台の移動方向とは略垂直な
方向に、前記吊り下げビームが前記受け梁上を移動可能であり、前記架台と、前記吊り下
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げビームは、それぞれ一対配置され、それぞれの前記架台および前記吊り下げビームが、
互いに独立して移動可能であることを特徴とする水中構造物組立用台船である。
【００１０】
　また、台船本体と、前記台船本体の上に設置された架台と、前記架台の上に配置された
受け梁と、前記受け梁の上に配置された吊り下げビームと、前記吊り下げビームに配置さ
れた吊り下げ装置と、を具備し、前記架台は、前記台船本体上を移動可能であり、前記台
船本体に対する前記架台の移動方向とは略垂直な方向に、前記吊り下げビームが前記受け
梁上を移動可能であり、前記台船本体には、前記台船本体から突出させることが可能な仮
受け部が設けられることを特徴とする水中構造物組立用台船である。
【００１１】
　また、台船本体と、前記台船本体の上に設置された架台と、前記架台の上に配置された
受け梁と、前記受け梁の上に配置された吊り下げビームと、前記吊り下げビームに配置さ
れた吊り下げ装置と、を具備し、前記架台は、前記台船本体上を移動可能であり、前記台
船本体に対する前記架台の移動方向とは略垂直な方向に、前記吊り下げビームが前記受け
梁上を移動可能であり、前記吊り下げ装置は、吊り下げ高さを微調整可能なチェーンブロ
ックと、水底まで水中構造物を荷降ろし可能なウィンチとで構成されることを特徴とする
水中構造物組立用台船である。
【００１２】
　前記台船本体には、前記台船本体を水平に保つためのバラスト空間が設けられることが
望ましい。
【００１３】
　第１の発明によれば、台船本体上で、架台および吊り下げビームが、互いに垂直な方向
に移動可能である。このため、吊り下げ位置を調整することが容易である。したがって、
最適な吊り下げ位置で水中構造物を吊り下げることができる。このため、水中構造物の姿
勢や位置を精度よく制御することができる。
【００１４】
　また、一対の吊り下げビームおよび架台が、互いに独立して移動可能とすることで、吊
り下げ位置に対し、より細かな位置制御を行うことができる。
【００１５】
　また、台船本体から仮受け部材を突出可能とすることで、水中構造物を支持することが
できる。このようにすることで、水中構造物を組立ながら吊り降ろす際に、吊り下げ装置
の吊り位置の受け渡しが容易となる。したがって、他のクレーン等によって仮吊りして吊
り下げ位置の受け渡しを行う必要がなく、作業性に優れる。
【００１６】
　また、吊り下げ装置としてチェーンブロックとウィンチとを使い分けることで、水中構
造物の組み立て時に、吊り下げ高さの微調整が容易であるとともに、水中への敷設時には
、十分な吊り降ろし深さを確保することができる。
【００１７】
　また、バラスト空間を設けることで、台船本体を常に水平に保つことができる。
【００１８】
　第２の発明は、水中構造物組立用台船を用いた水中構造物の施工方法であって、前記水
中構造物組立用台船は、台船本体と、前記台船本体の上に設置された架台と、前記架台の
上に配置された受け梁と、前記受け梁の上に配置された吊り下げビームと、前記吊り下げ
ビームに配置された吊り下げ装置と、を具備し、前記架台は、前記台船本体上を移動可能
であり、前記台船本体に対する前記架台の移動方向とは略垂直な方向に、前記吊り下げビ
ームが前記受け梁上を移動可能であり、相番クレーンにより、水上に第１の分割構造体を
吊り下ろし、前記水中構造物組立用台船の前記吊り下げ装置に受け渡す工程ａと、前記吊
り下げ装置で吊り下げられた前記第１の分割構造体の上方に、さらに前記相番クレーンに
よって第２の分割構造体を吊り下ろし、前記第１の分割構造体と前記第２の分割構造体と
を連結する工程ｂと、前記吊り下げ装置による吊り位置を、前記第１の分割構造体から前
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記第２の分割構造体に吊り代える工程ｃと、前記工程ｂおよび前記工程ｃを繰り返して複
数の分割構造体を連結し、構築された水中構造物を前記吊り下げ装置によって、水中に吊
り下ろす工程ｄと、を具備し、前記架台および前記吊りビームの位置を移動させることで
、前記水中構造物の姿勢を安定させることを特徴とする水中構造物の施工方法である。
【００１９】
　前記台船本体には、前記台船本体から突出させることが可能な仮受け部が設けられ、前
記工程ｃにおいて、前記仮受け部を突出させて前記仮受け部によって前記第１の分割構造
体を支持した状態で、前記吊り下げ装置を前記第１の分割構造体から前記第２の分割構造
体に吊り代えてもよい。
【００２０】
　前記工程ａから前記工程ｃにおいて、吊り下げ高さを微調整可能なチェーンブロックに
よって、吊り下げ対象物の両側方から吊り下げ対象物を斜めに吊り下げ、前記工程ｄにお
いて、前記架台を移動させて、ウィンチによって、水中構造物を真上から水中に吊り下ろ
してもよい。
【００２１】
　第２の発明によれば、架台と吊り下げビームの位置を調整可能であるため、水中構造物
の姿勢を安定させることができ、また、位置合わせが容易である。
【００２２】
　また、水中構造物を組み立てる際、仮受け部材によって水中構造物を支持することがで
きるため、吊り下げ位置の吊り代えが可能である。したがって、組立および吊り降ろし作
業が容易である。
【００２３】
　また、チューンブロックを斜め吊りすることで、上部に連結する分割構造体の吊り降ろ
しの邪魔にならず、また、高さの微調整が容易であるため、姿勢制御等が容易である。ま
た、組み立てられた水中構造物を水底に沈設する際には、ウィンチによって水中構造物の
真上から吊り下げることができるため、吊り降ろし時の姿勢制御が容易である。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、水上で水中構造物を容易に組み立てることができるとともに、水中構
造物の沈設時における水中での位置精度や姿勢精度に優れた水中構造物組立用台船等を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】水中構造物組立用台船１を示す平面図。
【図２】水中構造物組立用台船１を示す正面図。
【図３】水中構造物組立用台船１を用いて水中構造物を組み立てる工程を示す平面図。
【図４】水中構造物組立用台船１を用いて水中構造物を組み立てる工程を示す正面図。
【図５】水中構造物組立用台船１を用いて水中構造物を組み立てる工程を示す正面図。
【図６】水中構造物組立用台船１を用いて水中構造物を組み立てる工程を示す側面図。
【図７】水中構造物組立用台船１を用いて水中構造物を組み立てる工程を示す正面図。
【図８】水中構造物組立用台船１を用いて水中構造物を組み立てる工程を示す正面図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態にかかる水中構造物組立用台船について説明する。図１は、
水中構造物組立用台船１を示す平面図であり、図２は、水中構造物組立用台船１を示す正
面図である。水中構造物組立用台船１は、主に、台船本体３、架台５、受け梁９、吊り下
げビーム１１、吊り下げ装置１３、仮受け部材１５等から構成される。
【００２７】
　台船本体３は水上に浮遊する。また、台船本体３には、図示を省略したバラスト空間が
設けられる。台船本体３の各部におけるバラスト空間への水の導入及び排出を行うことで
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、台船本体３の傾きを調整することができる。
【００２８】
　台船本体３上には、レール７が設けられる。レール７の上部には、架台５が配置される
。架台５はレール７に沿って移動可能である（図１中矢印Ａ方向）。図示した例では、レ
ール７が２組同一方向に向けて配置され、それぞれのレール７上には、一対の架台５が配
置される。なお、架台５の設置数は、図示した例に限られず、使用目的に応じて適宜設定
される。
【００２９】
　なお、一対の架台５は、互いに独立して移動することができる。また、架台５をレール
７上で移動させる際には、図示を省略した移動装置等を用いることで、架台５を容易に移
動させることができる。
【００３０】
　それぞれの架台５上には、レール７と直交する方向に受け梁９が設けられる。受け梁９
上には、摺動板等を介して吊り下げビーム１１が設けられる。吊り下げビーム１１は、受
け梁９に沿って移動可能である（図中矢印Ｂ方向）。すなわち、台船本体３に対して、架
台５と吊り下げビーム１１とは互いに直交する方向に移動可能である。
【００３１】
　吊り下げビーム１１上には、吊り下げ装置１３が配置される。吊り下げ装置１３は、例
えばウィンチである。なお、図示は省略するが、吊り下げビーム１１上には、ウィンチで
はなく別途チェーンブロックを配置することができる。すなわち、吊り下げ装置１３とし
て、ウィンチまたはチェーンブロックを適宜使い分けることができる。
【００３２】
　台船本体３上には、吊り下げビーム１１と同一方向に向けて、仮受け部材１５が設けら
れる。仮受け部材１５は、角型鋼管やＨ鋼などの長尺部材であり、図示を省略した移動装
置などにより、台船本体３から突出させることができる（図１中矢印Ｃ方向）。なお、図
示した例では、仮受け部材１５は一対設けられるが、設置数は図示した例には限られない
。また、複数の仮受け部材１５を配置した際には、それぞれの仮受け部材１５は互いに独
立して移動させても良いが、すべて連動させて移動させることもできる。
【００３３】
　次に、本発明にかかる水中構造物組立用台船１を用いた、水中構造物の施工方法につい
て説明する。図３は、水中構造物組立用台船１を用いて水中構造物を組み立てる工程を示
す平面図、図４は正面図である。
【００３４】
　まず、図３、図４に示すように、水中構造物組立用台船１を相番クレーン１７（クレー
ン船）と対向させる。この状態で、相番クレーン１７によって、分割構造体１９ａを所定
位置に吊り降ろす。分割構造体１９ａが所定位置まで吊り降ろされると、分割構造体１９
ａ（第１の分割構造体）を吊り下げ装置１３に吊り代える。この際、水中構造物組立用台
船１では、吊り下げビーム１１を分割構造体１９ａの両側方に移動させ、分割構造体１９
ａを両側方から斜めに吊り下げる。このようにすることで、分割構造体１９ａの上部に作
業空間を作ることができる。
【００３５】
　また、この状態においては、吊り下げ装置１３としては、チェーンブロックが用いられ
る。チェーンブロックを用いることで、高さの微調整を行うことが容易である。なお、分
割構造体１９ａの周囲には、作業用浮体２１が設けられる。作業用浮体２１は、分割構造
体１９ａ等の連結作業や、吊り代え作業等を行うスペースである。
【００３６】
　次に、図５に示すように、吊り下げ装置１３によって吊り下げられた分割構造体１９ａ
上に、相番クレーン１７によって分割構造体１９ｂ（第２の分割構造体）を吊り降ろす。
この状態で、分割構造体１９ａと分割構造体１９ｂとの連結を行う。
【００３７】
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　図６（ａ）は、分割構造体１９ａと分割構造体１９ｂとの連結が完了した状態を示す図
である。この状態で、図６（ｂ）に示すように、仮受け部材１５を台船本体３から突出さ
せる（図中矢印Ｃ方向）。このようにすることで、仮受け部材１５の先端は、分割構造体
１９ａ（または１９ｂ）の外面に形成された、凹部（図示を省略）に挿入される。なお、
凹部は、フランジ部や、梁など、分割構造体１９ａ、１９ｂの外面に形成される凹凸形状
であればいずれも利用することができる。
【００３８】
　なお、分割構造体１９ａ、１９ｂが、浮体である場合には、仮受け部材１５は必ずしも
必要ではない。この場合には、各分割構造体１９ａ、１９ｂに設けられるバラストへの水
の導入や排出によって、上下方向の位置を制御すればよい。このようにすることで、本発
明にかかる水中構造物組立用台船１は、浮体式工法による仮締切り構造体などにも適用が
可能である。
【００３９】
　次に、図７（ａ）に示すように、吊り下げ装置１３による吊り下げ位置を、分割構造体
１９ａから分割構造体１９ｂに吊り代える（図中矢印Ｄ）。この際、連結された分割構造
体１９ａ、１９ｂは、仮受け部材１５によって支持されるため、吊り下げ装置１３による
吊り位置を吊り代える際に、分割構造体１９ａ、１９ｂが水中に沈むことがない。
【００４０】
　吊り代えを終えると、図７（ｂ）に示すように、分割構造体１９ａ、１９ｂを所定量だ
け吊り降ろす（図中矢印Ｅ方向）。この状態から、図５に示す方法で、相番クレーン１７
によって、さらに上部に連結する分割構造体を吊り降ろして、上記の作業を繰り返す。以
上により、水中構造物の全体を組み立てることができる。
【００４１】
　図８に示すように、全ての分割構造体１９ａ、１９ｂ、・・・、１９ｌ、１９ｍ、１９
ｎの連結が完了して、水中構造物の全体が組み立てられると、吊り下げ装置１３を互いに
近づく方向に移動させ（図中矢印Ｆ方向）、水中構造物全体を真上から吊り下げる。なお
、分割構造体の連結数は、適宜設定される。この際、吊り下げ装置１３としては、ウィン
チが用いられる。ウィンチを用いることで、水中構造物全体を水底まで吊り降ろすことが
できる（図中矢印Ｇ方向）。
【００４２】
　なお、水中構造物には、傾きセンサや水圧センサ等のセンサが取り付けられる。これら
のセンサによる水面からの距離や傾きなどに基づいて、吊り下げ装置１３による吊り降ろ
し位置の制御等を行うことができる。
【００４３】
　例えば、水上における水中構造物の位置および姿勢を初期値とし、水中に沈めてからの
回転角度および平面座標が０になるように、水中構造物を沈設する。
【００４４】
　また、水中構造物の下端には、水中導材としてのレグを設けることもできる。この場合
には、水中構造物の敷設位置の水底に、予め鞘管を埋設しておき、水中構造物の沈設時に
、レグが鞘管に挿入されるように誘導することで、水中構造物の位置を精度よく決めるこ
とができる。
【００４５】
　以上、本実施の形態にかかる水中構造物組立用台船１によれば、水上において容易に水
中構造物を組み立てることができる。この際、台船本体３上で、吊り下げビーム１１およ
び架台５を移動させることができるため、吊り下げ位置を適切な位置に移動させて水中構
造物を吊り下げることができる。したがって、例えば非対称形状の水中構造物を構築する
場合においても、組み立てながら、適宜最適な位置で水中構造物を吊り下げることができ
るため、姿勢制御が容易である。
【００４６】
　例えば、複数の分割構造体を組み立てる際には、分割構造体の両側方から斜めに吊り下
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連結するための作業空間を確保することができる。
【００４７】
　また、水中構造物全体を水底に沈設する際には、水中構造物の真上からまっすぐに吊り
下げるようにすることで、水中において水中構造物の姿勢の制御が容易となる。
【００４８】
　また、分割された分割構造体を組み立てる際には、吊り下げ装置１３としてチェーンブ
ロックを用いることで、高さの微調整が容易である。また、組み立てられた水中構造物を
水底に沈設する際には、吊り下げ装置１３としてウィンチを用いることで、深い水底まで
容易に水中構造物を沈設することができる。
【００４９】
　また、分割構造体を組み立てる際に、吊り下げ装置１３による吊り位置を吊り代える場
合において、組立途中の水中構造物を、仮受け部材１５によって支持することができるた
め、吊り代え作業が容易である。
【００５０】
　以上、添付図を参照しながら、本発明の実施の形態を説明したが、本発明の技術的範囲
は、前述した実施の形態に左右されない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された
技術的思想の範疇内において各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり
、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００５１】
１………水中構造物組立用台船
３………台船本体
５………架台
７………レール
９………受け梁
１１………吊り下げビーム
１３………吊り下げ装置
１５………仮受け部材
１７………相番クレーン
１９ａ、１９ｂ、・・・、１９ｌ、１９ｍ、１９ｎ………分割構造体
２１………作業用浮体
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